
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２ 府 省 庁 名 農林水産省         

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈特例措置の内容〉 

 

① 経営所得安定対策等及び環境保全型農業直接支援対策の交付金を交付された農業者（青色申告を行う認定農業

者等）が、経営改善計画等に従って、農業用固定資産（農用地、農業用機械等）を取得等するために農業経営

基盤強化準備金を積み立てた場合、積立相当額を必要経費（損金）に算入することができる。 

② 農業者が当該準備金を取り崩して農業用固定資産を取得等した場合には、当該年（事業年度）分の事業所得（所

得）に相当する金額の範囲内で圧縮記帳し、必要経費（損金）に算入することができる。 

本制度は、平成２７年３月３１日が適用期限となっている。 

本制度の適用期限の延長が認められた場合、個人住民税、法人住民税法人税割及び法人事業税についても

同様の効果を適用する。（租税特別措置法第２４条の２及び２４条の３、租税特別措置法第６１条の２、６１

条の３、６８条の６４及び６８条の６５において措置された場合、国税との自動連動を図る。） 
 
〈要望の内容〉 
・対象固定資産に農業用建物、中古農機等を追加 
・対象者に認定新規就農者を追加 
・適用期限（H27.3.31）の２年延長 

 

 

関係条文 

 

 所得税（措特法第２４条の２及び２４条の３） 

法人税（租特法第６１条の２、６１条の３、６８条の６４及び６８条の６５） 

 

減収 

見込額 

［初年度］０（▲７，００６）  ［平年度］０（▲７，００６） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

我が国の農業・農村は、農業従事者の高齢化、耕作放棄地の増大等、危機的な状況にあり、国民への食料の
安定供給を確保するには、効率的かつ安定的な経営が大宗を占める農業構造を実現することが不可欠である。 

このためには、意欲と能力のある農業者が、将来にわたって農業を継続し、経営の規模拡大や経営の効率化
等の経営発展に取り組める環境を整備することなどにより、競争力のある経営体を育成・確保することが重要
である。 

経営所得安定対策等及び環境保全型農業直接支援対策の交付金の交付を受けた担い手に対し、本特例を措置

することにより、農業経営の基礎を強化するための農業用固定資産等への投資を促進し、競争力のある経営体

の育成・確保を図る。 

 

（２）施策の必要性 

 

効率的かつ安定的な経営が大宗を占める農業構造を実現するため、昨年 12月、「農林水産業・地域の活力創

造プラン」が取りまとめられ、農業を足腰の強い産業としていくための政策（産業政策）と、農業・農村の有

する多面的機能の維持・発揮を図るための政策（地域政策）を車の両輪として推進するための４つの改革が打

ち出された。これを受け、経営所得安定対策について、その対象を認定農業者、認定新規就農者など、意欲と

能力のある「担い手」に限定することなどを内容とした農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付

に関する法律の改正を行った。 
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農業経営基盤強化準備金制度は、これらの「担い手」が受ける経営所得安定対策等の交付金を、経営規模の
拡大や生産管理の合理化などの経営基盤の強化のための投資（農用地、農業用機械等の取得等）に活用しやす
くなるようにするための特例措置である。 

 

「農林水産業・地域の活力創造プラン」においては、農業の構造改革を加速化させ、今後 10年間で担い手
の農地利用が全農地の８割を占める農業構造を確立すること等を目標としており、このため、本制度の対象と
なる固定資産の拡充や対象農業者の追加等を行うことなどにより、担い手による経営規模の拡大や経営の効率
化に向けた投資を促すことが必要である。 

 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

《大目標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多面的機能の発揮、森林の

保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上と国民

経済の健全な発展を図る。 

《中目標》 

農業の持続的な発展 

《政策分野》 

意欲と能力ある多様な農業者による農業経営の推進 

農業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大といった大きな節目を迎える中で、農業の競争力を強

化し、持続可能なものとするためには、農業の構造改革を加速化することが必要である。 

 このため、都道府県ごとに整備される農地中間管理機構を通じた利用権設定と相まって、農業経

営基盤強化準備金制度を活用した農用地や規模拡大に資する固定資産の取得を促進することによ

り、農業経営の改善を進める担い手への農地利用の集積・集約化を加速化する。 

 

政策の 

達成目標 

＜施策名＞ 担い手の育成・確保 

農地中間管理機構を通じた利用権設定と相まって、農業経営基盤強化準備金制度を活用した農

用地の取得や農業用建物など規模拡大にかかせない固定資産の取得を促進することにより、担い

手への農地集積・集約化を加速化するとともに、経営マインドを持ち自らの判断で消費者・実需

者ニーズに対応する「チャレンジする農業経営者」を後押しすることで担い手の育成・確保を推

進することにより、経営感覚が豊かな経営体が大宗を占める強い農業を実現する。 

 

＜達成目標＞ 

 平成３５年度において、担い手が利用する農地面積の割合を８０％とする。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

適用期限は平成２７年３月３１日までであり、２年間の期間延長。 

同上の期間中

の達成目標 

 平成３５年度において、担い手が利用する農地面積の割合を８０％とする。 
＜平成２７年度目標値＞ 

 担い手が利用する農地面積を１年間で１４万 ha増加させる。 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

（平成２７年度見込み） 
対象者数 94,101経営体（個人 78,277 法人 15,824） 

適用者数 15,983経営体（個人 10,409 法人  5,574） 

 



 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

（平成２５年度末ベース） 
○ 本措置を活用した農地等の取得計画と実績 
 
(1) 固定資産の取得計画（農業経営改善計画）(平成２５年度) 
 

農用地     ６，１２８ｈａ      １７０億円 
農業用機械等  ７，４２６台      ３１６億円 
 

        計    ４８６億円 
 

(2) 準備金による固定資産の取得実績の推移 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

農地面積 5,540ha 3,122ha 3,564ha 5,204ha 5,064ha 

（取得価格） 111億円 86億円 91億円 129億円 135億円 

農業用機械等 1,888台 2,616台 4,095台 5,587台 6,316台 

（取得価格） 72億円 95億円 149億円 209億円 242億円 

 

  
26年度 

（推計） 

27年度 

（推計） 

農地面積 4,679ha  4,759ha 

（取得価格） 125億円  127億円 

農業用機械等 5,836台 5,935台 

（取得価格） 224億円 227億円 

本措置は１９年度に創設したものであり、準備金による固定資産の取得実績に多少の増減はありつつも

取得実績が伸びている。２６年度以降も対象交付金の増減などに影響を受けながら、担い手の農用地取

得等に貢献していくものと見込まれる。 

 
(3) 今後の準備金活用計画 １，５３３億円 
(4) 準備金積立残高      ９３６億円 

(5) 今後の積立等必要額     ５９７億円 

（注） (1)～(4) の 25 年度までの実績値は、農政局等を通じて毎年度行っている税制特例適用実績調査

（悉皆調査）による。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

なし 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

準備金制度の対象となる交付金 
  （２７年度要求）     （２６年度） 

経営所得安定対策等         ６，７４４億円    ６，６２８億円 

環境保全型農業直接支援対策        ２５億円       ２５億円 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

経営所得安定対策等の交付金は、我が国の生産条件と諸外国の生産条件の格差から生ずる不利を

補正すること等を目的とした交付金の交付を受けた担い手が、農業経営基盤強化促進法に基づく経

営改善計画等に従って、農用地等の取得に充てるため、積み立てる場合や、積み立てた交付金を取

り崩して対象資産を取得する場合に、特例措置を講じるものである。 

要望の措置の 

妥当性 

本特例措置は、これらの交付金を、担い手の主体的な経営判断により、計画的な経営規模の拡大
や経営の効率化など農業経営発展のために投資することを支援するものであり、農業生産の基盤整
備を推進するために極めて有効な手法である。 

  また、本措置は非課税措置ではなく、課税の繰り延べであることから必要最小限の措置である。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

対象者数    適用件数      減税額    
  

平成 21年度    99,005人    7,828件    4,208百万円 
     個 人     (81,251)        (5,883)        (2,540) 
         法人等     (17,754)         (1,945)        (1,668) 
 

平成 22年度    93,868人    8,038件    4,786百万円 
       個 人     (81,589)         (5,866)        (2,778) 
         法人等     (12,279)         (2,172)        (2,008) 
 

平成 23年度      92,740人    10,596件    6,647百万円 
         個 人     (79,773)         (7,731)         (3,864) 
         法人等     (12,967)         (2,865)         (2,783) 
 

平成 24年度      89,730人    12,638件     8,016百万円 
         個 人     (76,010)         (9,103)         (4,599) 
         法人等     (13,720)         (3,535)         (3,417) 
 

平成 25年度       89,890人        11,984件       7,512百万円 
       個 人         (75,528)         (8,239)          (4,133) 
       法人等         (14,362)         (3,745)          (3,378) 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

（単位：千円） 

  
道府県 

住民税 
事業税   

市町村 

住民税 

地方法人 

特別税 

農業経営基盤強化準備金 157,875 608,786 388,373 493,173 

農用地等を取得した場合の 

課税の特例 
77,774 299,801 191,325 242,951 

 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

平成２５年度において、本措置を活用し、経営改善計画等に従って農用地や農業用機械等の固定
資産を取得した実績と当該計画に対する達成率は以下のとおりとなっており、本措置は、農業用固
定資産への投資を促進する支援措置として有効に活用されている。 
① 農用地 

取得計画面積    6,128（ha） Ａ 
取得実績      5,064（ha） Ｂ 
達成率（Ｂ／Ａ） 82.6％ 

 
② 農業用機械等 

取得計画台数    7,426台    Ａ 
取得実績      6,316台    Ｂ 

達成率（Ｂ／Ａ） 85.1％ 

前回要望時の 

達成目標 

平成３２年において、農地面積のうち販売農家が７割程度（うち主業農家４割程度）、法人経営が

１割程度、集落営農が２割程度を担う姿を目指して、農業経営の基盤を強化するための農業用固定

資産の取得を支援することにより、地域農業の担い手への農地の利用集積を促進する。 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合 

の理由 

平成２５年度実績値 
販売農家 ６７．８％（おおむね有効） 
法人経営  ５．２％（有効性の向上が必要である） 
集落営農 １０．９％（有効性に問題がある） 
平成 22年に制定された目標であり、「日本再興戦略」及び「農林水産業・地域の活力創造プラン」

に基づいて、担い手が利用する農地面積の割合に目標を見直しされたところ。 

これまでの要望経緯 

平成 19年度 創設 
平成 21年度 ２年延長・拡充 

① 適用対象法人に農業生産法人以外の特定農業法人を追加 [法人税] 

② 特別障害者に該当する認定農業者からの事業の全部譲渡による引継ぎ措置の創設 [所得税] 
平成 22年度 拡充・縮減 
① 対象交付金等に戸別所得補償制度実証事業交付金を追加 
② 適用対象法人の範囲から特定農業団体及びこれに準じる組織を除外 
平成 23年度 ２年延長・対象交付金の見直し 
平成 25年度 ２年延長・対象交付金の名称変更 
平成 26年度 対象交付金の見直し 
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